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実際の判決書（決定書） ウェブサイト 頁 行

管轄裁判所及び出訴期間 管轄裁判所及び訴期間 1 11

海難審判庁の裁決には 海難審判庁の裁判には 1 24

海難審判法四条一項 海難審法四条一項 4 13

行政処分に当らない 行政処分に当らい 4 15

足るのである。尤も 足るのである、尤も 5 11

鑑みれば、 鑑みれば 6 16

本人に送付 木人に送付 7 2

態度は「過失」に当る 「態度」は過失に当る 9 9

審判庁の確認裁決は 審判庁の確認裁は 12 3

該当するか否かは、 該当するか否かは 13 13

証拠資料が裁判所 証拠資料か裁判所 14 7

ところから見ると ところがら見ると 14 24

準拠して 準処して 15 8

なされねばならない なされぬばならない 15 22

咎むべき 答むべき 16 5

裁決理由どおり 裁決理由とおり 16 15

原因解明裁決 原因解明裁判 20 15

四条三項 西条三項 21 13

衝突事故によつて 衝突事故、よつて 24 15


